
　　　　　【出産費用の改正について】

　　 平成２１年１0月１日より、出産育児一時金の改定

　に伴い、当院の出産費用（産科入院料+分娩料）を

　下記のとおり改正しますので、ご理解、ご了承をいた

　だきますようお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　現行　約３８万円　⇒　４２万円（一律）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（産科医療補償制度３万円を含む）

　□　産科入院料 ２２万円
　　　　　（出産後７日まで）

　□　分娩料（介助料他） １７万円

　　　　　（時間にかかわらず）

　□　産科医療補償制度 　　３万円

合計　　４２万円

※　尚、異常分娩の場合は産科入院料が

　　健康保険対応になります。
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